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７．参考資料                     

（１）自転車走行空間検討会の概要                                                                   

  平成 21年度に盛岡市が設置している総合交通施策懇話会の下部的な組織として位置付

けられ, 自転車の安全な走行のために必要な自転車走行空間について, 具体的な整備手

法を検討するために設置したもの。 

 

検討会委員（令和３年３月現在） 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所     属 備  考 

宇佐美 誠史 岩手県立大学総合政策学部准教授 委員長 

安部 一夫 岩手県自転車二輪車商業協同組合理事長  

寺山 雄大 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所調査第二課長  

山下 正徳 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所交通対策課長  

照井 巧 岩手県県土整備部道路環境課総括課長  

八重樫 学 岩手県県土整備部都市計画課総括課長  

高瀬 文明 盛岡広域振興局土木部道路河川室長  

佐藤 普 岩手県警察本部交通部交通規制課長  

小松 幹也 岩手県盛岡東警察署交通官兼交通第一課長  

西村 精一 岩手県盛岡西警察署交通課長  

斎藤 純 盛岡自転車会議代表  

佐々木 憲親 盛岡交通安全協会事務局長  

藤澤 徹 盛岡観光コンベンション協会観光振興グループ室長  

曽根田 雅彦 盛岡市交流推進部観光課長  

及川 隆 盛岡市商工労働部経済企画課長  

紀 修 盛岡市教育委員会学校教育課長  

高橋 智巳 盛岡市市民部くらしの安全課長  

吉田 大輔 盛岡市建設部道路管理課長  

大坪 康宏 盛岡市建設部道路建設課長  

清水 治 盛岡市建設部交通政策課長  
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 自転車走行空間検討会での計画検討の経緯 

開催年月日 検討内容 

 

令和２年２月 18日 

【令和元年度第１回】 

・自転車活用推進計画検討の趣旨 

・盛岡市における計画の位置づけ 

・自転車関連の現状・課題 

・基本方針の検討 

令和２年８月５日 

【令和２年度第１回】 

・基本方針の検討 

・具体施策の検討 

令和２年 12月４日 

【令和２年度第２回】 

・具体施策の検討 

・評価指標の検討 

令和３年２月１日 

【令和２年度第３回】 

・計画案の内容の検討 

令和３年２月 16日 

【令和２年度第４回】 

・計画案の確認 
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（２）盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関す 

   る条例（盛岡市自転車条例）                                        

○盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例 

平成19年12月25日条例第73号 

改正 

平成22年３月26日条例第12号 

盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は，市民，関係機関及び市が一体となって，自転車の安全利用及び

利用促進に取り組むことにより，自転車の利便性を向上させ，並びに自転車等の放

置を防止することにより，公共の場所としての機能を確保し，及び街の美観を維持

し，もって環境への負荷の低減に資するとともに，市民の安全で快適な生活環境を

創出することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定

する自転車をいう。 

(２) 自転車等 自転車及び道路交通法第２条第１項第10号に規定する原動機付自

転車をいう。 

(３) 放置 自転車等駐車場以外の公共の場所において，自転車等の利用者が自転

車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。 

(４) 公共の場所 道路，公園，駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。 

(５) 自転車等駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第２条第３号に規定する自転車等駐車

場をいう。 

(６) 学校 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校及び同法第
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124条に規定する専修学校をいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は，関係機関，市民団体その他自転車の安全利用又は利用を促進する団

体との協働の下に，次に掲げる自転車の安全利用及び利用促進に関する施策並びに

自転車等の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。 

(１) 道路の新設，拡幅又は改良の事業を施行する際には，十分な自転車の走行路

を確保すること。 

(２) 公共の場所における自転車等駐車場を確保すること。 

(３) 国及び県に対して，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防

止を推進する施策への協力を要請すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等

の放置防止に資する施策を実施すること。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車の利用者及び所有者は，自転車の定期的な点検及び整備並びにその利

用する自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済

（以下「自転車保険」という。）への加入に努め，市長が実施する施策に協力しな

ければならない。 

２ 自転車の利用者は，歩行者への安全に配慮して自転車を利用しなければならな

い。 

３ 自転車の利用者が児童，生徒，学生又は幼児である場合においては，その保護者

は，当該児童，生徒，学生又は幼児が自転車を安全に利用するように指導を行わな

ければならない。 

４ 自転車の利用者及び所有者は，不要になった自転車の適切な廃棄又は再利用に努

めなければならない。 

５ 自転車等の利用者及び所有者は，自転車等の放置防止に努めなければならない。 

６ 自転車等の利用者及び所有者は，確実に施錠するなど自転車等の盗難防止に努め

なければならない。 
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７ 自転車等の利用者は，冬期間及び雨天時においては，特にその安全な利用に配慮

するものとし，必要に応じ，公共交通機関を利用するよう努めなければならない。 

（鉄道事業者等の責務） 

第５条 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業者及び

道路運送法（昭和26年法律第183号）第12条第２項に規定する一般乗合旅客自動車運

送事業者は，市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは，その用地を提供す

る等市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（施設の設置者の責務） 

第６条 官公署，図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店，事務所，スーパー

マーケット，銀行，遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の

設置者は，当該施設の利用者，職員及び従業員のため，必要な自転車等駐車場を当

該施設若しくは敷地内又はその周辺の最適な場所に設置し，及び駐車している自転

車等を適切に管理するように努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

２ 官公署，図書館その他の公益的施設の設置者は，職員に対し，自転車の定期的な

点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに不要になった自転車

の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めなければならない。 

（事業主の責務） 

第７条 事業主は，従業員に対し，自転車の定期的な点検及び整備，自転車保険への

加入，自転車の安全利用並びに不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用に関す

る啓発に努めなければならない。 

（自転車の小売を業とする者の責務） 

第８条 自転車の小売を業とする者は，自転車の販売又は修理に当たっては，自転車

の利用者又は所有者に対し，当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定期的な

点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに自転車の適切な廃棄

及び再利用に関する啓発に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければ

ならない。 
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（学校の設置者の責務） 

第９条 学校の設置者は，自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため，次に掲

げる事項の実施に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならな

い。 

(１) 自転車等駐車場の当該施設又はその周辺への設置及び駐車している自転車等

の適切な管理 

(２) 自転車の定期的な点検及び整備に関する啓発 

(３) 自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発 

(４) 不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用 

（放置禁止区域及び放置規制区域の指定） 

第10条 市長は，自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所で自転車等の

放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認めたものを自転車等放置禁止区

域（以下「放置禁止区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は，放置禁止区域の周辺の地域内の公共の場所で当該放置禁止区域の指定に

より自転車等の放置が増大し，良好な生活環境が阻害されると認めたものを自転車

等放置規制区域（以下「放置規制区域」という。）として指定することができる。 

３ 市長は，前２項の規定に基づき放置禁止区域又は放置規制区域（以下「放置禁止

区域等」という。）を指定したときは，これらを告示するものとする。当該指定を

変更し，又は解除したときも，同様とする。 

（自転車等の放置の禁止） 

第11条 自転車等の利用者は，放置禁止区域等内に自転車等の放置をしてはならな

い。 

（自転車等の放置に対する措置） 

第12条 市長は，放置禁止区域等内に自転車等の放置がされているときは，当該自転

車等の利用者又は所有者に対し，当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所

に移動するよう命ずることができる。 

２ 市長は，放置禁止区域内に自転車等の放置がされているときは，当該自転車等を
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撤去し，保管することができる。 

３ 市長は，放置規制区域内において，自転車等の利用者又は所有者が第１項の規定

による命令に従わず，規則で定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしてい

るときは，当該自転車等を撤去し，保管することができる。 

第13条 市長は，放置禁止区域等以外の公共の場所において，自転車等の放置により

良好な生活環境が著しく阻害されていると認めたときは，当該自転車等の利用者又

は所有者に対し，当該自転車等を適切な場所に移動するよう指導することができ

る。 

２ 市長は，自転車等の利用者又は所有者が前項の規定による指導に従わず，規則で

定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしているときは，当該自転車等を撤

去し，保管することができる。 

（撤去した自転車等の保管） 

第14条 市長は，第12条第２項及び第３項並びに前条第２項の規定に基づき自転車等

を撤去したときは，その旨を告示するとともに，当該自転車等を撤去した日の翌日

から起算して３月以上保管しなければならない。 

（保管した自転車等の売却及び処分） 

第15条 市長は，前条の規定により自転車等を保管してもなお当該自転車等を返還す

ることができないときは，当該自転車等を売却し，その売却して得た代金（以下

「売却代金」という。）を保管することができる。この場合において，市長は，当

該自転車等につき，買受人がないとき又は形状その他の要素を勘案して売却するこ

とができないと認めたときは，当該自転車等の廃棄等の処分をすることができる。 

（保管した自転車等の返還） 

第16条 市長は，第14条の規定により告示した日から起算して６月以内に同条の規定

により保管した自転車等の所有者が判明したときは，当該保管した自転車等（当該

保管した自転車等を売却した場合にあっては，売却代金）を返還しなければならな

い。 

（費用の徴収） 
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第17条 市長は，第12条第２項及び第３項並びに第13条第２項の規定に基づき自転車

等を撤去し，保管したときは，当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として，

別表に定める手数料を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただ

し，市長が特別な理由があると認めたときは，この限りでない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

１ この条例は，平成20年４月１日から施行する。 

２ 盛岡市自転車等放置防止条例（平成６年条例第45号）は，廃止する。 

３ この条例の施行前に，盛岡市自転車等放置防止条例の規定に基づきなされた手

続，処分その他の行為は，この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。 

附 則（平成22年条例第12号） 

１ この条例は，平成22年９月１日から施行する。 

２ 改正後の盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関す

る条例の規定は，この条例の施行の日以後に撤去される自転車等に係る手数料につ

いて適用し，同日前に撤去された自転車等に係る手数料については，なお従前の例

による。 

別表（第17条関係） 

  

自転車等の区分 返還を受ける日 金額 

自転車（１台につき） 撤去した日から起算して６日目まで 1,500円 

撤去した日から起算して７日目以降 2,500円 

原動機付自転車（１台につき） 撤去した日から起算して６日目まで 2,500円 

撤去した日から起算して７日目以降 3,500円 
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